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聖籠町告示第３７号  

聖籠町緊急通報装置設置事業実施要綱の一部を改正する告示を次の

ように定める。  

平成３１年３月２９日  

聖籠町長 西脇 道夫   

聖籠町緊急通報装置設置事業実施要綱の一部を改正する告示  

聖籠町緊急通報装置設置事業実施要綱（平成１３年聖籠町告示第１１

３号）の一部を次のように改正する。  

第５条中「対象者又は対象者の家族等」の次に「（以下「申請者」と

いう。）」を加える。  

第６条第２項中「設置するものとする。」の次に「ただし、申請者か

ら利用中止の申出がない限り、引き続き１年間利用することができるも

のとし、この申出がなかったときは、第５条の申請があったものとみな

す。」を加え、第２項の次に次の１項を加える  

３ 利用期間が１月未満であるとき又は１月未満の端数があるときは

１月として計算する。  

第７条を次のとおり改める。  

（利用料及び費用の負担）  

第７条 機器の利用料は、月額５００円とする。ただし、対象者が住民

税の非課税者である場合は、利用料を免除する。  

２ 通報にかかる通信費用は設置を受けた対象者の負担とする。  

３ 利用料は、前納とする、ただし、町長が特別の事由があると認める

ときは、後納させることができる。  

４ 町長は、前項に定める利用料の納入について決定したときは、緊急

通報装置設置事業利用料等決定通知書（別記様式第３号）により申請

者に通知するものとする。  

 第９条中「対象者又は家族等」を「申請者」に、「書面」を「緊急通

報装置設置事業（変更・資格喪失）届出書（別記様式第４号）」に改め

る。  

 別記様式第１号を次のように改め、別記様式第２号の次に次の２様式
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を加える。  

 

 

別記様式第１号  
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別記様式第３号  
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 別記様式第４号  

 

附 則  

 この告示は、平成３１年４月１日から施行する。  

 


